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投票場所

市が指定するお住まいの地域の投票所。
告示日（10月29日）以降に順次発送する
「投票所入場券」で確認してください。

①�仕事や学業などの都合で市外に滞在し
ている人

②�都道府県選挙管理委員会から指定を受
けている病院、老人ホームなどの施設
に入院・入所中の人

③�身体に重度の障害があり、一定の要件
に該当する障害者手帳などを持ってい
る人や要介護5に認定されている人

不在者投票

次の人は、不在者投票が利用できます。
詳しくは問い合わせてください。

※�7月29日以降に県内の他市町から転入した人は、旧
住所地で投票できる場合があります。旧住所地の選
挙管理委員会に問い合わせてください。

平成14年11月16日以前に生まれた人
で、令和2年7月28日までに本市に住民
票が作成され（転入届がなされ）、引き
続き3カ月以上市内に住んでいる人

投票できる人
本市で

午前8時30分～午後8時

▶とき

10月30日㈮～11月14日㈯

期日前投票の際に記入する宣誓書は、投票所に置いてありますが、入場券の裏面や市ホームページから
ダウンロードした様式に事前に記入しておくと受け付けがスムーズです。

どの投票所でも投票できます。投票所入場券が届いていれば持参してください。

※イオンタウン那須塩原のみ午前9時～午後8時

都合が悪い人 期日前投票は を

▶ところ・本庁舎�
・西那須野庁舎
・塩原庁舎
・ハロープラザ
・イオンタウン那須塩原
　（ザ・ビッグエクストラ）

投票日に

投票事務従事者などは、新型コロナウイルス
感染症対策のためにマスクやフェイスシー
ルドを装着しています。皆さんも投票のとき
は、マスクの着用をお願いします。

感染症対策をしましょう
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謗中傷は絶対にやめてください
　新型コロナウイルスに感染した患者やその家族などが、誹謗中傷や差別的取り扱
いを受ける被害が報告されています。本市では、これらの人権の侵害を未然に防ぎ、

すでに被害を受けている人へ素早く適切な支援を行い、安心して暮らす
ことができる地域社会の実現を目指して、市・市民・事業者の責務を明
らかにした「那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護
に関する条例」を施行しました。

新生児特別給付金を給付します
　市では、国の特別定額給付金の給付対象外となった新生児のいる世帯の家計を支
援するために、新生児特別給付金の給付を行います。
▶対象　�令和2年4月28日～令和3年3月31日に出生し、令和3年4月13日までに出生

届がなされ、次のいずれかの条件に該当する新生児
　　　①令和2年9月30日時点で市の住民基本台帳に登録されている
　　　②�令和2年9月30日以前に亡くなり、その死亡時点の保護者が令和2年9月30

日時点で市の住民基本台帳に登録されている
　　　③令和2年10月1日～令和3年4月13日に市の住民基本台帳に登録された
▶給付額　対象者一人につき10万円
▶�申込方法　�対象者の保護者あてに市から送付する申請書を 新型コロナウイルス

感染症対策室へ郵送か窓口に持参
▶申請期間　市が申請書を郵送してから90日間

「とちまる安心通知」の運用が始まりました
　県のLINE公式アカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサ
ポート」で、新たな機能「とちまる安心通知」が開始されました。友
だち登録をして感染拡大を防止しましょう。
※�友だち登録をすると、県から新型コロナウイルス感染症の予防対
策や、患者発生状況などが受け取れます。

〈とちまる安心通知〉
　県内の施設やイベント会場を利用するときは、「とちまる安心通知」のQRコードが
掲示されていたらLINEアプリを使って読み込みましょう。後日、同じ施設・イベ
ントの同じ日・時間帯の利用者から新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認され
た場合、必要に応じて通知が届きます。
▶問い合わせ
　新型コロナウイルス施設・生活相談センター　☎028（623）2826

傷病手当金の適用期間を延長しました
　市国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した
り、発熱などで感染が疑われたりして、療養のために仕事を休み、
給与収入が減少した場合に傷病手当金を支給しています。今回、適
用期間を令和2年12月31日まで延長しました。制度の詳細は、広報
なすしおばら5月20日号または市ホームページを確認してください。
▶問い合わせ
　本国保年金課　☎0287（62）7129　　西市民福祉課　☎0287（37）5103
　塩総務福祉課　☎0287（32）2988

友だち登録

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）
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